
                                                         令 和 ４ 年 ８ 月 １ ５ 日 

                                                         国 土 交 通 省 

不動産・建設経済局建設業課 

                                                          

「建設業法施行規則」の一部改正案に関する意見募集の結果について 

 

 

 国土交通省では、令和４年６月２９日から令和４年７月２８日まで、「建設業法施行規

則」の一部改正案に関する意見の募集を行いましたところ、計３１件のご意見をいただき

ました。 

寄せられたご意見の概要及びそれに対する考え方を以下のとおりとりまとめましたの

で、公表いたします。 

 今後とも国土交通行政の推進に御協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙） 

主なご意見及び国土交通省の考え方 

 

 主なご意見（概要） 国土交通省の考え方 

 許可申請の電子化に伴う提出書類の省略について 

１ ・ 国家資格等でバックヤード連携により資

格の有無や内容の確認が可能なものについ

ては省略で構わないと考えるが、省令様式第

9号「実務経験証明書」、同第 10号「指導監

督的実務経験証明書」や指定学科卒業を証明

する「卒業証明書」または「卒業証書の写し」

を必要とするケースも存在するため、電子申

請の場合にそれらを省略してしまうと、指定

学科卒業であることや実務経験を有してい

ることを客観的に証明するものが無い状態

での申請となるため、許可要件のひとつであ

る「専任技術者」を有していることの確認が

できないものと考える。また、紙申請と電子

申請で要件審査の内容が異なるようなこと

があってはならないものと考える。 

 

・ 今回の改正では、建設業許可申請者及び許

可行政庁の負担軽減の観点から、建設業許可

電子申請システム（令和５年１月運用開始予

定）により申請する場合に、システム上でバッ

クヤード連携が実現した書類について、提出

を不要とすることとしております。 

・ 当然、電子申請を行う場合も、紙申請の場合

と審査を行う内容は変わりません。 

・ 申請者による提出を不要とする具体的な書

類については、システム面及び実務面での課

題やいただいたご意見を参考に検討し、別途

告示にて定める予定です。 

・ なお、建設業許可等電子申請システムの検

討状況につきましては、国土交通省ホームペ

ージ

（https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_

kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensets

ugyo_const_tk1_000001_00019.html）にて随

時公表しておりますので、ご参照ください。 

 

２ ・ 施行規則第４条第１項第８号の財務諸表

については、施行規則第１２条に定める閲覧

書類であり、申請者の状況を表す重要な書類

であるため、発注者保護の観点から、省略す

ることはできないと考える。 

・ 電子申請化に伴うバックヤード連携が実現

した書類においては、別途告示で定め提出不

要とする予定です。 

・ 施行規則第４条第１項第８号の財務諸表に

ついては、現状システム上でのバックヤード

連携の対象としておりません。 

 

 経営事項審査における社会性等（Ｗ）の評価項目の改正について 

３ ・ ①「えるぼし」②「くるみん」③「ユース

エール」を加点項目とすることについて、建

設業界の中でも中小零細の建設業者におい

ては、担い手の育成や確保を行いたくても、

行えるまでの余力がない業者が多く、女性の

労働者数も他の業界と比較して少ないため、

全業種的に国策として行われているといっ

ても、まだ認定を受けている事業者の数が限

・ 改正労働基準法に基づく時間外労働の罰則

付き時間外労働規制について、建設業への適

用が２年後に迫っている中、将来の担い手確

保の観点からも、建設業の働き方改革は急務

となっております。 

・ また、業界全体のイメージアップのために

も、ワーク・ライフ・バランスに関する取組に

ついては、業界全体として推進することが重
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られており、建設業者で認定されている事業

者数が少数であるものを経営事項審査の加

点項目とするのは時期尚早であると考える。 

また、地方公共団体について公共調達にお

ける加点評価の努力義務が定められており、

経審による加点対象でなくともこれまで通

り主観点等において社会的要請に十分対応

出来るものと考える。 

要であり、当該取組を客観的に評価すること

ができる指標として、厚生労働省が定める「え

るぼし認定」、「くるみん認定」、「ユースエール

認定」の取得状況を加点要件とすることとし

ました。 

 

４ ・ ①「えるぼし」②「くるみん」③「ユース

エール」を加点対象として加えるのであれ

ば、個々にではなく、それらのいずれかの認

定を取得していれば加点という形で１項目

にまとめてはいかがかと考える。 

・ 「ワーク・ライフ・バランスに関する取

組」を評価するに当たり、例えば、プラチナ

えるぼし認定を取得している場合には、他の

認定を取得していなくとも最も高い評点（最

大５点）で加点評価することとしておりま

す。 

５ ・ 建設キャリアアップシステム（ＣＣＵ

Ｓ）上で就業履歴を蓄積するために必要な

措置の実施状況を評価するに当たり、軽微

な工事が対象から除外されているが、これ

により、軽微な工事は事実上就業履歴等の

登録・蓄積をしなくても良い事と同視さ

れ、結果的に技能者にとって就業履歴等の

登録・蓄積による技能経験が絶対評価でな

くなり、同じキャリアを蓄積しても所属企

業の受注工事の内容等により評価が変動す

ることになる。これはＣＣＵＳの本来目的

である技能者のキャリア及び企業の施工能

力の見える化について、その評価の信頼性

を損ねるものと考える。 

・ 経営事項審査におけるその他の審査項目

（社会性等（Ｗ点））においては、事業者毎の

取組を客観的に評価することとして運用して

おります。 

今回の改正により、建設キャリアアップシ

ステム上での取組を新たに評価するにあたっ

て、極めて工期が短く施工体制登録に必要な

時間的猶予がない軽微な工事や緊急性を要す

る災害応急工事については、事業者に過度な

負担を強いるおそれがあるため、審査対象外

とすることとしましたが、建設技能者の処遇

改善へ向けた取組につきましては、引き続き、

推進してまいります。 

 

６ ・ 受注工事が全て軽微な工事の場合、評価

項目を満たしたことになるのか、また受審

しない業種においても評価の対象にするの

か等不明点も多く、これらの点についても

詳細に明示すべきと考える。 

・ 具体的な加点要件については、別途通知（経

営事項審査の事務取扱いについて（平成 20年

国総建第 269号））の一部改正を行い、明記し

ております。 

 

７ ・ 「就業履歴を蓄積する為に必要な措置を

講じていること」が加点要件として求めら

れていて、就業履歴が蓄積された結果や蓄

積率等までは求めないという認識でよい

か。 

・ ご認識の通り、元請事業者が、審査対象と

なる建設工事において、従事する者の就業履

歴を蓄積する措置を実施していることが加点

要件となります。就業履歴の蓄積率等までは

求めるところではございません。 

８ ・ カードリーダー以外（顔認証、指静脈認証、

電話架電、ＱＲコード、ＧＰＳ、手入力など）

でも就業履歴を蓄積する方法があるが、いず

・ 実際に建設工事に従事する技能労働者等が

直接入力以外の方法で就業履歴を蓄積するこ

とが可能である体制を整えている場合につい



れの方法でも「就業履歴を蓄積する為に必要

な措置」として認められるという認識でよい

か。 

ては、カードリーダー以外の方法についても

加点対象として認められます。 

９ ・ 「公布の日（令和４年８月予定）以降に

開始する事業年度から審査対象の期間とし

て運用」とのことだが、例えば３月決算の

事業者において、既に令和４年４月１日時

点から要件を満たす形でＣＣＵＳ現場運用

を行っていた場合でも、令和５年３月３１

日を審査基準日とした申請では一律対象外

という認識でよいか。 

・ ご認識の通り、公布日（令和４年８月 15日）

以前に開始した事業年度においては、一律審

査対象期間外とすることとしております。 

 

10 ・ 審査する際に「民間工事を含む全ての建設

工事」又は「全ての公共工事」について措置

を行ったことの確認がどのように行われる

のか。 

・ 審査対象となる工事の受注がなかった建

設業者には無関係な審査項目となる。ＣＣＵ

Ｓに関する取組の実施状況を評価項目に入

れるのであれば、どの業者でも努力次第で容

易に加点対象になるような評価項目をご検

討いただきたい。 

たとえば、「事業者登録をしているか」や

「技能者登録している技能者の数」などであ

れば、現実的と考える。 

・ 審査に当たっては、別途通知（経営事項審査

の事務取扱いについて（平成 20 年国総建第

269号）で定める様式による誓約書及び情報共

有同意書の提出を求めた上で、ＣＣＵＳ上に

蓄積された現場情報から適切な措置が実施さ

れていることを確認する予定です。 

・ 加点要件は、現場登録をしており、かつ、就

業履歴の蓄積のために必要な措置（カードリ

ーダー設置等）を実施していることとしてお

ります。 

今回、評価項目を追加した趣旨は、技能労働

者等の就業履歴が蓄積される環境を整備して

いる事業者を適正に評価することですので、

事業者登録のみを行っている業者等について

は、加点対象と見なすべきではないと判断い

たしました。 

 

 

※ 掲載しなかったご意見やご質問についても、今後の施策の推進に当たって、参考にさせ

ていただきます。 


